
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
、
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
七
条
第
三
項
、
第
九
条
第
二
項
並
び
に
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
空
港
）

第
一
条
　
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
空
港
と
し
て
指
定
す
る
空
港
は
、
成
田
国
際
空
港
と
す
る
。

（
調
査
の
結
果
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
と
な
る
場
合
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
時
点
以
前
の
直
近
の
時
点
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し
た
事
項
の
う
ち
航
空
機
の
著
し
い
騒
音
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
地
域
内
の

い
ず
れ
か
一
の
調
査
地
点
に
お
け
る
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
（
当
該
特
定
空
港
に
お
い
て
離
陸
し
、
又
は
着
陸
す
る
航
空
機
に
よ
る
騒
音
の
影
響
度
を
そ
の
騒
音
の
強
度
、
発
生
の
回
数
及
び
時
間
帯
そ
の
他
の
事
項
を
考
慮

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
で
算
定
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
基
づ
く
当
該
調
査
地
点
に
お
け
る
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
と
の
差
が
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
場
合
と
す

る
。

（
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
）

第
三
条
　
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
定
空
港
の
設
置
者
が
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し
た
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
が
六
十
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
地
域
を
基
準
と
し
て
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
を
定
め
、
当
該
時
間
帯
補
正
等
価
騒

音
レ
ベ
ル
が
六
十
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
地
域
を
基
準
と
し
て
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
と
す
べ
き
地
域
を
定
め
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
の
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防
止
に
配
意
す
る
と
と
も
に
、
当
該
地
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

三
　
航
空
機
の
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
の
防
止
に
配
意
し
た
土
地
利
用
を
図
る
た
め
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
お
お
む
ね

次
に
掲
げ
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

イ
　
生
活
環
境
施
設

ロ
　
産
業
基
盤
施
設

ハ
　
国
土
保
全
施
設

ニ
　
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
設

ホ
　
そ
の
他
地
域
の
振
興
に
寄
与
す
る
施
設

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
土
地
利
用
を
図
る
べ
き
地
域
を
図
面
に
よ
つ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
削
除

（
防
音
構
造
）

第
五
条
　
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
（
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
構
造

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
直
接
外
気
に
接
す
る
窓
及
び
出
入
口
（
学
校
の
教
室
、
病
院
の
病
室
、
住
宅
の
居
室
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
の
部
分
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ
　
閉
鎖
し
た
際
防
音
上
有
害
な
す
き
間
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窓
又
は
出
入
口
に
設
け
ら
れ
る
戸
は
、
ガ
ラ
ス
の
厚
さ
（
当
該
戸
が
二
重
以
上
に
な
つ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戸
の
ガ
ラ
ス
の
厚
さ
の
合
計
）
が
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
ガ
ラ
ス
入
り
の
金
属
製
の
も

の
又
は
こ
れ
と
防
音
上
同
等
以
上
の
効
果
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
直
接
外
気
に
接
す
る
排
気
口
、
給
気
口
、
排
気
筒
及
び
給
気
筒
（
前
号
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
建
築
物
の
部
分
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
開
閉
装
置
を
設
け
る
等
防
音
上
効
果
の
あ
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
建
築
物
の
用
途
を
変
更
し
て
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
い
ず
れ
か
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
学
校
等
に
類
す
る
建
築
物
）

第
六
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
と
す
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
保
育
所
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
心
理
治
療
施
設
若
し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
同
法
第
六

条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
若
し
く
は
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設

二
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所

三
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
救
護
施
設
、
更
生
施
設
又
は
授
産
施
設

四
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

五
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同

条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

六
　
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

1



（
収
用
委
員
会
の
裁
決
の
申
請
手
続
）

第
七
条
　
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
同
条
第
三
項
各

号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁
決
申
請
書
を
収
用
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
買
入
れ
の
対
象
と
す
る
土
地
）

第
八
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
買
入
れ
は
、
次
に
掲
げ
る
土
地
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
係
る
物
件
の
所
在
す
る
土
地

二
　
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
当
該
補
償
に
係
る
物
件
の
移
転
又
は
除
却
に
よ
り
、
前
号
に
掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地
を
従
来
利
用
し
て
い
た
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な

る
場
合
に
お
け
る
そ
の
土
地

（
土
地
の
無
償
使
用
に
係
る
施
設
）

第
九
条
　
法
第
十
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十
八
条
第
七
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
又
は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
規
定
す
る
用
に
供
す
る
施
設

二
　
花
壇

三
　
種
苗
を
育
成
す
る
た
め
の
施
設

四
　
駐
車
場

五
　
消
防
に
関
す
る
施
設

六
　
公
共
用
施
設
の
建
設
に
必
要
な
資
材
又
は
機
械
器
具
を
保
管
す
る
た
め
の
施
設

（
特
定
空
港
の
設
置
者
の
補
助
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
空
港
の
設
置
者
の
補
助
は
、
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
施
設
の
整
備
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
要
す
る
経
費
の
額
の
う
ち
、
特
定
空
港
の
設
置
者
が
定
め
る

基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
額
の
二
分
の
一
以
内
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
（
次
号
に
お
い
て
「
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
け
る
施
設
の
整
備
（
航
空
機
の
騒
音
に
よ
り
そ

の
機
能
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
少
な
い
施
設
の
整
備
で
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
施
設
に
関
す
る
主
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
施
設
の
整
備
に
伴
つ
て
当
該
地
域
に
所
在
す
る
法
第
五
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
が
当
該
地
域
以
外
の
地
域
に
移
転
さ
れ
、
又
は
除
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の

二
　
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
内
に
お
け
る
農
業
又
は
林
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
で
あ
つ
て
、
当
該
地
域
内
に
お
い
て
農
業
又
は
林
業
を
営
む
者
が
当
該
地
域
に
所
在
す
る
住
宅
を
当
該
地
域
以
外
の
地
域

に
移
転
し
、
か
つ
、
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
内
に
お
い
て
引
き
続
い
て
こ
れ
ら
の
業
務
を
営
む
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
　
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
と
す
べ
き
地
域
内
に
お
け
る
公
共
空
地
、
保
安
林
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
で
あ
つ
て
、
緑
地
帯
そ
の
他
の
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
効
果
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第
三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
三
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
六
日
政
令
第
二
八
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
一
七
日
政
令
第
二
一
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
七
日
政
令
第
三
四
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
一
日
政
令
第
二
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
月
二
二
日
政
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
五
日
政
令
第
二
九
一
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
〇
日
政
令
第
四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
九
日
政
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
九
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
六
日
政
令
第
三
二
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
三
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
政
令
第
二
九
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
三
日
政
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
六
日
政
令
第
二
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
う
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
時
点
以
前
の
直
近
に
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
特
定
空
港
の
設
置
者
が
当
該
特
定
空
港
の
周
辺
で
航
空
機
の
著
し
い
騒
音
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
地
域
に
お
け
る
航
空
機
の
騒
音
の
程
度
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し
た
時
点
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
時
点
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
し
た
事
項
の
う
ち
当
該
地
域
内
の
調
査
地
点
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
に
規
定
す
る
航
空
機
騒
音

影
響
度
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
値
を
、
当
該
事
項
の
う
ち
当
該
調
査
地
点
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に

規
定
す
る
時
間
帯
補
正
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
　
施
行
日
以
後
初
め
て
法
第
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
特
定
空
港
の
設
置
者
が
当
該
特
定
空
港
の
周
辺
で
航
空
機
の
著
し
い
騒
音
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
地
域
に
お
け
る
航
空
機
の
騒
音
の
程
度
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
示
す

ま
で
の
間
に
お
い
て
航
空
機
騒
音
対
策
基
本
方
針
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
地
区
と
す
べ
き
地
域
及
び
航
空
機
騒
音
障
害
防
止
特
別
地
区
と
す
べ
き
地
域
を
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
三
条
第
一

項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
政
令
第
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
三
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
〇
日
政
令
第
二
八
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
四
日
政
令
第
四
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
政
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
設
置
さ
れ
た
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
セ

ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び
同
日
前
に
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
て
同
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総

合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
設
置
さ
れ
た
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
母
子
健
康

セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び
同
日
前
に
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
計
画
に
定
め
ら
れ
た
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
て
同

日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
六
項
第
九
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域

住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
公
営
住
宅
建
替
事
業
が
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
新
た
に
第
六
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住

宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
お
い
て
当
該
地
域
住
宅
計
画
に
記
載
さ
れ
た
公
営
住
宅
建
替
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
公
営
住

宅
建
替
事
業
が
施
行
さ
れ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
新
た
に
第
六
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る

母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
整
備
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
八
号
並
び
に
第
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
保
育
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
教
育
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教

育
・
保
育
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
特
定
教
育
・
保
育
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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